
議案第20号 関係資料

福   祉    部

平成 24年 3月 14日

国保年金課

葛飾区国民健康保険条例の―部を改正する条例

打 改 正理由

保険料率を改めるほか、所要の改正をする必要があるため

2 改 正内容

(1)保 険料率等の改定 (第15条の4、 第 15条の 12、第 16条の4)

所得害J保険料率、均等割額及び賦課割合を改定する。

① 医療分

② 後期高齢者支援金等分

平成 23年 度

所得割保険料率
1日ただし書き所得の

6.13%

均等割額 3 1 , 2 0 0 円

賦課割合 所得害154:均 等害146

賊課限度額 5 1 万 円

平成 23年 度

所得割保険料率
1日ただし書き所得の

1.96%

均等害J額 8 , 7 0 0 円

賦課害」合 所得割 57:均 等割 43

賦課限度額 1 4 万 円



平成 23年 度

所得害J保険料率
1日ただ し書き所得の

1. 55%

均等割額 1 3 , 2 0 0 円

賦課割合 所得害」50:均 等害150

賦課限度額 12万 円

③ 介護納付金分

(2)均 等害J額の減額の改定

均等割額の改定に伴い、

(第19条の2)

減額 (7割 ・5割 `2割 ) する額を改定すると

① 医療分

平成 23年 度

７
割
減
額

均等害J額 31,200 円

減額する額 21,840 円

減額後の均等害J額 9,360 円

５
割
減
額

均等割額 31,200円

減額する額 15,600円

減額後の均等割額 15,600 円

２
割
減
額

均等割額 31,200円

減額する額 6,240 円

減額後の均等割額 24,960 円

平成 24年 度

15,000円

30,000円

24,000円



② 後期高齢者支援金等分

③ 介護納付金分

(3)そ の他文言整理 (第18条の2、第 24条)

所要の文言整理を行う。

3 施 行予定期 日

平成 24年 4月 1日

平成 23年 度

７
割
減
額

均等割額 8,700 円

減額する額 6,090 円

減額後の均等割額 2,610円

５
割
減
額

均等割額 8,700 円

減額する額 4,350 円

減額後の均等害J額 4,350 円

２
割
減
額

均等割額 8,700 円

減額する額 1,740 円

減額後の均等割額 6,960 円

平成 24年 度

平成 23年 度

７
割
減
額

均等割額 13;200 円

減額する額 9,240円

減額後の均等割額 3,960円

５
割
減
額

均等割額 13,200円

減額する額 6,600 円

減額後の均等割額 6‐600円

２
割
減
額

均等割額 13,200 円

減額する額 2,640 円

減額後の均等割額 10,560円

平成 24年 度

14,100円

4,230円

14,100 円

弟

7,050円

14,100円

11,280 円



4 平 成24年度特別区国民健康保険基準保険料率に係る基礎数値

※基準保険料率等は、一般被保険者に係る医療費等により設定

① 医療分

(※1)旧 ただし書き所得に料率をかけて所得割額を算定する (以下各欄の所得割料率も同様)
(※2)1人 当たり保険料は、軽減措置後の金額 (以下各欄の1人当たり保険料も同様)

②後期高齢者支援金等分

区 分
2 3 区 総 体 ン

24年度 23を1月妻 増減額・率 23年度 増減額・率
一般被保険者数 2,556千 人 2,548千人

8千 人

0 . 3 1 %
138.2千人

△ 1.2千人

左ゝ 0.870/9
保
険
者
負
担

分

医
療
費

等

一般分保険者

負担分医療貴
5,321億円 5,235億円

8 6億円

1.64% ン 億 円
3億 円

0.950/o
特定健康診査 ・

特定保健指導費
14億円 17億 円

△ 3 億円
△ 17.650/o

1億 円
0億 円

0_00%

前期高齢者交付金 △ 1,572億円 △ 1,405億円
△ 167億円
11.89% ン ン △ 98億 円

△ 4億円
4.08%

計 3,763億円 3,847億円 △ 84億 円

△ 2.18%

220億円 △ 1 億円

A04A%
賦 課 率 50% ％０

る
方
仕

賦 課 総 額 1,888億円 1,932億円 △ 44億 円 鞠 93億 円 △ 1億 円
賦  課  言J 含

(所得割 :均等割)
59:41 59:41

ン 54:46
均等割

△2ポイント
保

険

料

率

所得害1料率
(※1)

6.28% 6.130/0 0。15% ン 6.13% 0.15%

均等害J額
30,000 円 31,200円 △ 1,200円

△ 3.85% ン
31,200円 △ 1,200円

△ 3.85%

賦 課 限 度 額
万円 51 万 円 0万 円

0.00 % 襲
51万 円 0万 円

0.00 %
1人 当たり保険料

(※2)

71,375円 72,925円 △ 1,550円

△ 2:13% ン
64,968 円 △ 232円

△ 0.360/0
船課総額={(一 般分保険者負担分医療費一前期高齢者交付金)キ 2 +特 定健康診査等経

区 分
2 3 区 総 体 帥 呻

244再月野 23年度 増減額・率 23左F月露 増減額・率

一般被保険者数 2,556千人 2,548千人
8千 人

0 , 3 1 0 / 0
138,2千人

△ 1.2千人

2 0ゝ.87%

保
険
者

負
担

分

後期高齢者支援金 1,267億円 1,145億円
122億 円

10.66% ン 64億 円
6億 円

9.38%

病床転換支援金 0億 円 0.07億円
△ 0.07億円

△ 100.000/0 ン 0,004億円
△ 0.004億円
△ 100.00%

計 1,267億円 1,145億円 1 2 2億円
10.65%

64億 円 6億 円
0 1 7 %

賦 課 一準 50% 500/0 ン 42% 2ミスント

賦 課 総 額 634億 円 573爆ま円 61億 円 ン 27億 円 4億 円
賦・課 割  合

(所得割 :均等割)
59:41 61:39

均等割
2ポイント増

57:43
均等割

2ポイント増
保

険

料

率

所得害じ料率 2.23% 1.96% 0,27% 熙 1.96% 0.27%

均等害1額
10)200円 8,700 円 1,500 阿

17.24 %

8,700円 1,500円

17.24 %

賦 課 限 度 額
万円 14万 円 0万 円

n nn %

14 万 円 0万 円
0,00 %

1人 当たり保険料
23,902 円 21,554円 2,348円

ln Ftq o/n

19,237円 2,641円

13.73%



①十② 医療分口後期高齢者支援金等分の合計

区 分
2 3 区 総 体

24を再源護 23年度 増減額・率 聴 韓 23年度 増 履 額 ・挙

一般被保険者数 2,556千 人 2,548千人
8千 人

0 . 3 1 % ン 138.2千 人
△ 1,2千人

△ 0.87%

斌  諜  率 50% 50% 範 42% 1ポイント

就 課 総 額 2,522億円 2,5 0 5億円 17億円 120億円 3億 円

瓶 課 割 含

(所得割 :均等割)
59:41 59:41 55:45

保

険

料

率

所得書J料率 8.51% 8.09% 0.42% 轟

一

8,09% 0,42%

均等害J額
40,200円 39,900円 300円

0.75 %
拳

39,900 円 300円

0.75 %

賦 課 限 贋 額 65万 円 65万 円 0 万 円

0,00 %
ン 65万 円 0万 円

0:00 %

1人 当たり保険料
95,277円 94,479円 798 円

n景と財 ン
84,205円 2,409円

2.860/0

③葛飾区の介護納付金分

平成23年度

第 2号 被保険者数

介 護 納 付 金 150,079=千円 5.

1,426,078千円

所得 害J 総額 711,958千 円 10,859千円 1.

均 等害‖総額 714,120千 円 67,020千円 9.

賦課害1合 (所得割 :均等割) 均等害12ポ イント増

所得割料率

斌 課 限 度 額

1人 当た り保険料

【参考】平成 24年度の保険料所得割額算定の特例

「1日ただし書き所得」を、次の基準により軽減 してから保険料を算定する。

対 象 者 軽 減 内容

1 住民税 が非課税 の方 旧ただ し書 き所得 の 7 5 % を 控 除

2

住 民税課税標 準額 が ■00万 円以下
で、 旧ただ し書 き所得 が住 民税課税
標 準額 の 1,5倍 を超 える方

旧ただ し書 き所得 か ら住民税 課税標準
額 の ■.5倍 を超 える部分 の 50%を
控除

3

住 民税課税標 準額 が 100万 円を超
え、 旧ただ し書 き所得 が住 民税課税
標 準額 の 1.5倍 を超 え る方

旧ただ し書 き所得 か ら住 民税 課税標 準
額 の 1.5倍 を超 える部分 の 25%を
控 除
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6 葛 飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例(改正部分脚  新 旧対照表

現 行 蜂

(丁般被保険者に係る基礎賦課額の保険伴う

第 15条の4 -判開劇剰鋳静に係る基礎賦課額の保険

料率は、次のとおりとする。

(1)所 得割 100分 の6.13(す般被保険者に係る基

礎賦課総額の100分の54ヤ研目当する額をす般被保

険者に係る賊課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令

第29条の7第 2項第4号ただし書に規定する場合

にあっては、国民働妻保険法施行規則(臣?努日33年

厚生省令第53号る以下 「省令」という。)第32条

の9に規定する方法により補正された後の鋼

の総額で除して得た劾

(2)被 保険者均等割 被保険者 1人につき3万

1,200円←報級保険者に係る:麹趨鞭 の型

分の46に相当する額を当該年度の初日における
一般被保険者の見込数で除して得た制

(=般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の

保ぬ伴均

第 15条の 12 =般 被保険者に係る後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)癬 い 100分の1.96(=般 彼保険者に係る後

期高齢者支援金寧賦課総額の100分の57ヤ錦 当

する額を一般被保険者に係る慰課期日の属する年

の前年の所得に係る基礎控除後のの の

見込額 鱒鋭綺冷第 29条の7第 3項第4号ただし

書に規定する場合にあつては、省令第32条の9の

2に 規定する方法により補正された後の金額)の

総額で除して得た幼

(2)被 保険者均等割 被保険者1人につき8,700円

(=般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総

額の100分の43↓研目当する額を当該年度の初日に

おけるT般 被保険者の見込数で除して得た劉

(す般被保険者に係る基礎賦課額の保蜘

第 15条の4 -般 被保険者に係る基礎賊課額の保険

料率は、次のとおりとする。

(1)所 得割 100分 の6.28(丁般被保険者に係る基

舶 の100分の56に相当する額を一般被保

険者に係る賊課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等の見込額 碑勁留玲

第29条の7第 2項第4号ただし書に規定する場合

にあつては、国民健康保険法施行規則 (昭和38年

厚生省令第53号も以下 「省令」という。)第 32条

の9に規定する方法により補正された後の鋼

の総額で除して得た幼

(2)被 保険者均等割 被保険者 1人につき3万 円

←般開難端に係る圏趨離 の100分の44

に相当する額を当該年度の初日における一般被保

険者の見込数で除して得た網

(す般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の

保蜘

第 15条の 12 =般 被保険者に係る後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)所 得割 100分 の2.23( →ヽ捜被保険者に係る後

期南騎努窃金等購撤韓ヨの100分の55ヤ研目当

する額を一般被保険者に係る賊課期日の属する年

の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の

見込額 解説海令第29条の7第 3項第4号ただし

書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の

2に 現せする方法により補正された後の金額)の

総額で除して得だ鋤

(2)被 保険者均等割 被保険者 1人につき1万 200

里 (丁般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

総額の100分の45t研目当する額を当該年度の初日

における=般 被保険者の見込数で除して得翻



現 行 改正案

C介塙隻孫内帥 錬 購

第 16条の4 介 訓 龍鉗帥 尖者に係る介護納

付金賊課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)所 得割 100分 の1.550選 評附塗胡課総額の

100分の50に相当する額を介護納付金R武課彼閑父

者に係る賊課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等の見込額像節留繭

29条の7第 4項第4号ただし書に規定する場合に

あつては、省令第 32条の10に規定する方法によ

り補正された後の鋼 の総額で除して得た駒

(2)被 保険者均等割 被保険者1人につき1万

3,200円 (介護納付金賦課総額の100分の50に相

当する額を当該年度の初日における介護納付金賦

課被保険者の見込数で除して得た網

(普通徴収ヤこ係る保険料の納付解靭

第 18条の2 (崎

2 前 項の規定により算出した各納期の納付額に10

円未満の端数があるときは、その端数金額はすべ

重最初の納付額に合算するものとする。

3  1 1 1 a l

(保険料の剛

第 19条の2 (崎

Q)(0

ア 基 礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者

1人につき2万 1,840円

イ 後 期南齢者尭院鍔朝蘭鼎頚に係る被保険者均等

割額 被保険者 1人につき6,090円

ウ 介 護納付金慰課額ヤこ係る被保険者均等害」額 被

保険者 1人につき9,240円

Q)(崎

ア 基 礎賊課額に係る被保険者均等割額 被保険者

1人につき1万 5,600円

イ 後 期高齢者鞠 蘭鼎預に係る被保険者均等

割額 被保険者 1人につき4,350円

ウ 介 護納付金賊課額に係る被保険者均等割額 被

保険者 1人につき6,600円

(介護納付金賦課額の帥

第 16条の4ち特闘佃壮餌轍 果険者に係る介護納

付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1)所 得割 100分 の 1.60(介護納付金賦課総額の

100分の48に相当する額を介静 貯招親勝級保険

者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等の見込額(法施行令第
29条の7第 4項第4号ただし書に規定する場合に

あつては、省令第32条の10に規定する方法によ

り補正された後の鋼 の総額で除して得た豹

(2)被 保険者均等割 被保険者1人につき1万

4,100円 (介護納付金賦課総額の100分の52に相

当する額を当該年度の初日における介護納付金賦

課被保険者の見込数で除して得た網

(普通徴収に係る保険料の納付額等)

第 18条の2 (llal

2 前 項の規定により算出した各納期の納付額に10

円未満の端数があるときは、その端数金額は全て

最初の納付額に合算するものとする。

3 ( 略 )

(保険料の輝               、

第 19条の2 1Fal

(1) (略 )

ア 基 礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者

1人につき2万 1,000円

イ 後 期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等

害晦そ被保険者 1人につき7,140円

ツ チ従静陶 歳熙預に係る被保険者均等害」額 被

保険者1人につき9,870円

(の (llal

ア 基 礎賦課額に係る被保険者均等害」額 被保険者

1人につき1万 5,000円

イ 後 期       敵 に係る被保険者均等

害1額 被保険者 1人につき5,100円

ウ 介 護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者 1人につき7,050円

8
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(3)(崎

ア 基 礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者

1人につき6,240円 !

イ 後 期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等

割額 被保険者 1人につき1,740円

ウ 介 護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 被

保険者 1人につきろ640円

(保険料の椀紺

第24条  皓 )

Q)(崎

(2)(崎

ア  皓 )

イ (ア)～ (工) (略 )

(舟  健 康保険法第 126条の規定により日雇特例

被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険

印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまで

の間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし

書の規定による承認を受けて同項の規定による日

雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同

法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保

険者争帳を返納した者を除く。

2   ( 略 )

(3)(llSl

ア 基 礎贈課額に係る被保険者均等割額 被保険者

1人につき6,000円

イ 後 期          に 係る被保険者均等

割額 被保険者 1人につき2,040円

ウ 介 護納付金賦課額に係る被保険者均等害け額 被

保険者 1人につき2,820円

(保険料の減免)

第 24条  (llbl

(1)(崎

(2)(Hal

ア  (田各)

イ (ア)～ (工) (略 )

(舟  健 康保険法第126条の規定により日雇特例

被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険

印紙を貼り付けるべき余自がなくなるに至るまで

の間にある者るただし、同法第3条第2項ただし

書の規定による承認を受けて同項の規定による日

雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同

法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保

険者争帳を返納した者を除く。

2   ( 略 )

付 則

箭 調 日)

1  この条例は、平成2 4年4月 1日から施行する。

鰯 個

条の4、第 15条の 12、第 16条

の4及 び第 19条 の2の規定は、平成24年度分の

保険料から適用し、平成23年 度分までの保険料に

ついては、なお従前の4711による。


